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千葉県県土整備部都市整備局都市計画課

１ 本指針の趣旨

本指針は、宅地造成及び特定盛土等規制法を適切に運用するための行政指導指針を制

定するものです。

法の基本的な規制内容は、法、同法施行令及び同法施行規則により規定されていると

ころ、法の規制対象となる工事について、適正な施行を確保するために行う行政指導の

内容を明確に示すため、本指針を定めます。

２ 本指針の概要

主に以下の項目について、規定しています。

（１）事前相談

（２）関係市町村長に対する説明

（３）周辺住民への説明会の実施

（４）渓流等における盛土

３ 施行期日

  令和７年４月１日


